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7月中旬に市より発送しました「平成20年度国民健康保険税特別徴収税額の通知書」が届いた世帯について
は、10月の特別徴収（年金からの自動納付）となります。（注：8月までに納付方法変更申出書を提出された世
帯については10月から口座振替となります。）

特別徴収制度の見直しにより以下の要件に該当する世帯主の方については、特別徴収（年金からの自動納
付）でなく、口座振替で納付いただくことが可能となります。

希望される方は、税務課までお問い合わせください。なお、これから変更の手続きをされる方については、
2月以降の年金から変更になりますので、ご了承ください。

年金から自動納付された場合には、その年金の受給者のみ社会保険料控除の適用となりますが、口座振替
により保険税を納付された場合には、納付した家族（本人含む）に適用することができます。
詳しくは、税務課市民税グループまでお問い合わせください。

政府・与党の決定により次のいずれかの要件を満たす方は、保険料を口座振替により納付いただくことが
可能になりました。

希望される方は、税務課までお問い合わせください。なお、これから変更の手続きをされる方については、
2月以降の年金から変更になりますので、ご了承ください。

納付方法を特別徴収（年金からの自動納付）から世帯主または配偶者の口座より振替した場合、所得税、個
人住民税の社会保険料控除は、口座振替により支払った世帯主または配偶者の方の控除に適用されます。
なお、特別徴収（年金からの自動納付）の方については、これまでどおり年金を受給されている方本人の社
会保険料控除に適用されます。
詳しくは、税務課市民税グループまでお問い合わせください。


